
皆さんのご意見・ご質問から

国の支援に対するご意見

補助事業について、自動化など大手であればできる
対策は効果も大きく必要ですが、中小企業が取り組
める物流効率化に繋がる
ポストパレットやラックなどの購入やその開発費にもも
っと予算を持ち、利用しやすくして頂きたい。
【発荷主】
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運行経費補助
上限500万円

（補助率：1/2以内）

省人化・自動化機器導入
上限300万円

（補助率：1/2以内）

計画策定経費補助
上限200万円

（補助率：定額）

上限総額
500万円

省人化・自動化機器導入
上限500万円

（補助率：2/3以内）上限総額
1,000万円

補助上限・補助率
１ 協議会の立上げ
・物流事業者、荷主等の関係者による物流効率化に向けた意思共有

２ 協議会の開催
・関係者の参集、輸送条件に係る情報やモーダルシフト等の実現に
向けた課題の共有及び調整、CO2排出量削減効果の試算 等

３ 総合効率化計画の策定
・協議会の検討結果に基づき、物流総合効率化法に規定する
「総合効率化計画」の策定

４ 総合効率化計画の認定・実施準備

５ 運行開始

モーダルシフト等推進事業(補助事業)

○ モーダルシフト等の物流効率化の取組について、①物流効率化法に基づく「総合効率化計画」の策定経費（協議
会の開催等）や、②「認定総合効率化計画」に基づくモーダルシフトやトラック輸送の効率化（幹線輸送の集約化、
中継輸送、共同配送、貨客混載等）に関する事業の初年度の運行経費に対して支援。
○ ①、②のうち、省人化・自動化機器の導入等の計画策定や実際に当該機器を用いた運行には、補助額上限の
引上げ等を実施。

○ 物流分野の労働力不足に対応するとともに、温室効果ガスの排出量を削減しカーボンニュートラルを推進するため、
物流効率化法の枠組みの下、荷主・物流事業者を中心とする多様な関係者と連携したモーダルシフト等を推進。

事 業 目 的

事 業 内 容

計画策定経費補助

運行経費補助

実施に向けた主な流れ

無人フォークリフト無人搬送車 ピッキングロボット

＜省人化・自動化機器の導入例＞
・荷物の保管場所から荷さばき場までの無人搬送車での
移動
・ピッキングロボットや無人フォークリフトを使用したパレット、
コンテナ等への荷物の積付け

省人化・自動化への転換・促進を支援

・貨客混載をはじめとするラストワンマイル配送効率化の取組
について、過疎地域以外の取組も補助対象に追加

昨年度事業との主な変更点
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応募期間：令和7年4月8日(火)～6月6日(金)17時まで
交付決定：8月初旬頃を予定

ス ケ ジ ュ ー ル
中国運輸局 環境・物流課
電話：082-228-3496

お 問 合 せ 先



営業倉庫等の物流施設は、災害対策基本法に基づく防災基本計画において、災害時の物資拠点とし
ての役割が期待されており、国民の安定的な生活の確保と社会の安定の維持に不可欠なサービスとして事
業の継続が不可欠

災害時等におけるサプライチェーンの確保、災害対応能力の強化を図るため、サプライチェーン上で重要な
物流施設における非常用電源設備、充電設備の導入支援を行い、災害時等における電源機能を維持し、
円滑かつ迅速な物資輸送体制を維持・確保する。

○物流革新に向けた政策パッケージ
（抄）(令和５年６月２日我が国の物
流の革新に関する関係閣僚会議決定）

１.具体的な施策
（２）物流の効率化
⑤ 物流拠点の機能強化や物流ネット

ワークの形成支援
（物流施設の機能強化等) 

災害時等におけるサプライチェーンの確
保及び円滑な支援物資物流の実現のた
め、非常用電源設備の導入促進等により
物流施設の災害対応能力の強化等を推
進し、地域における防災力の強化等を推
進する。

事 業 目 的

物流施設において、非常用電源設備を導入する場合
に補助を行う。

＜非常用電源設備＞

【補助率・上限額】
１／２以内
上限1500万円

※昨年度事業より上限額
が引き上げられました

【補助対象施設】
・営業倉庫
・トラックターミナル
・貨物運送事業者の集配施設
・貨物利用運送事業者の保管

等施設
・物流不動産

【補助対象設備】
・非常用電源設備

（発電設備又は蓄電池）

【補助対象者】
・倉庫事業者
・貨物利用運送事業者
・トラックターミナル事業者
・貨物運送事業者
・物流不動産開発業者

物流拠点機能強化支援事業(補助事業)

事 業 内 容

【要件】
・小規模施設（施設面積1000㎡未満）でないこと
・「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」の考え方に適合する施設であること
・災害時における地方自治体への協力への意思表明等を行うこと 等 158

【公募期間】
令和7年4月23日(水)～

11月28日(金)17時まで

中国運輸局 環境・物流課
電話：082-228-3496

お 問 合 せ 先



民間企業
等

民間企業
等

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

「物流2024年問題」への対応として、今年４月に改正物
流法が成立。全荷主・物流事業者に対し、物流効率化の
ための取組を義務づける中、複数企業が連携する物流効
率化に資する取組に対し、システム構築費用等の補助を
行い、物流効率化の取組を促す。
また、地域における物流の維持は今後ますます重要。増加
が見込まれる買物困難者への対応策として、先進的なモデ
ル事例を組成する。

成果目標

本実証事業を通じ、複数企業が連携した物流効率化に
資する取組を促進し、2024年問題及び構造的な需給ひっ
迫による輸送力不足の解消を行い、我が国の物流の効率
化を進め、トラックの積載効率50％を目指す。また買物アク
セスに支障を有する地域での購買機会確保を目指し、買
物困難者対策に資するサービスの展開を目指す。

事業概要

（１）物流効率化に資する連携実証事業
企業規模を問わず、複数企業が連携した物流効率化
に資する取組に対し、物流施設の自動化・機械化に資
する機器・システムの導入、プラットフォームの構築等に係
る実証費用を補助することを通じて、改正物流法の取組
の実効性を高める。

（２）買物困難者対策事業
地域における買物困難者対策を支援するため、自動配
送ロボットの実証実験等を補助。

補助
（1/2） 民間企業

等
国

補助
（定額）

国
補助

（定額）

（１）物流効率化に資する連携実証事業

（２）買物困難者対策事業

持続可能な物流を支える物流効率化実証事業
令和６年度補正予算額 23億円

（１）商務・サービスG物流企画室
（２）商務・サービスG

消費・流通政策課/物流企画室

民間企業
等

補助
（1/2）
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○ 荷役作業の効率化や積載率の向上等を促すため、荷主・物流事業者等が取り組む「標準仕様パレット」の導入や
「物流情報標準ガイドライン」に準拠したデータ連携による共同輸配送や帰り荷確保等を支援。

事 業 目 的

物流標準化・データ連携促進事業

１．荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業

①「標準仕様パレット」※導入に係る支援（フォークリフト、パレタイザー、ラック等のパレット運
用に必要な物流設備の導入・改修費用、現有自社パレットの処分費用等）
②「標準仕様パレット」の効果的な活用に係る支援（複数事業者間でのパレットの動態管
理のためのタグ・バーコード等の読み取り機器の導入費用等）
【補助率】 1/2以内

※「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ」(令和６年６月公表)で
整理された平面サイズ1,100mm×1,100mm、レンタル方式等の規格・運用をいう。

２．共同輸配送や帰り荷確保等のためのデータ連携促進支援事業

・複数の荷主・物流事業者等で構成される協議会に対し、物流データの標準形式を定めた
「物流情報標準ガイドライン」※に準拠したデータ連携を通じて共同輸配送や帰り荷確保、
配車・運行管理の高度化等に取り組む場合のシステム構築・改修等を支援。

※「物流情報標準ガイドライン」に準拠したデータ形式の例
①住所の表記は、'東京都千代田区霞が関2-1-3'、'東京都千代田区霞が関二丁目一番三号'
等ではなく、郵便番号コードに則った形式（'10000132-1-3'）で記載

②配達予定日の表記は、'YY/MM/DD'等ではなく、'YYYYMMDD'で記載
③数量の表記は、'個数'や'個数単位コード'を併せて記載（例：500ケース → '500' + 'CS’）
⇒システム開発や維持コストの最小化、ビッグデータ化を通じた物流の最適化等の実現にも寄与

【補助率】 1/2以内

A社

B社

C社

D社

E社

F社

リソース調整 空きリソース

幹線集約輸配送

共同集荷 共同配達

物流事業者

物流情報標準ガイドライン
に準拠したデータ連携
(配送計画・手配、出荷・
納品調整、進捗管理等)

発荷主・着荷主間の商取引

事 業 概 要

バラ積み・バラ卸し

現状Ⅰ パレットを利用していない

パレットからパレットへの積み替え

現状Ⅱ パレットを利用しているが、
規格や運用が標準化されていない

R６年度補正予算額：４億円

160



〇 中小物流事業者における業務効率化や働き方改革のための自動化・機械化・デジタル化を推進する
必要があるため、物流施設へのシステムや機器の導入による自動化・機械化・デジタル化の取組を支援
することにより、物流施設におけるDXの強力な推進を図る。

中小物流事業者の労働生産性向上事業（物流施設におけるDX推進実証事業）

○ トラック予約受付システムと、AIカメラシステムや伝票電子化システムと
を連携させ、トラックの円滑なバース入庫を実現し、荷待ちを解消する。

○ また、バースにおける、庫内作業による荷待ちが発生しないよう、無人
搬送車による迅速なパレット準備等を行う。

事業のイメージ事業概要

○ 物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、ト
ラックドライバーの荷待ち・荷役の削減、施設の省人化
を図るため、物流施設における、

・システム構築・連携
・自動化・機械化機器の導入

を同時に行う場合、その経費の一部を支援するとともに、
専門家による伴走支援、効果検証等を行う。

入構前にトラック
予約受付

入構前に電子
伝票受付

スムーズな入構と効
率的な庫内作業

迅速かつ円滑な
荷役

自動化機器による
庫内作業の省力化

無人フォークリフト 無人搬送機器

AIカメラによる
スムーズな受付

ハンディターミナルによる
効率的な貨物管理

【物流施設における業務効率化の事例】

専門家が、効果的なシステム構築・連携、DX機器選定等を支援

令和６年度補正予算 1,521百万円の内数
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持続可能な食品等流通総合対策
＜対策のポイント＞
我が国の物流における輸送力不足という構造的課題、新たな基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するという課題に対処するため、 多様な関
係者が一体となって取り組む、①物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、②物流の自動化・省力化・品質
管理に必要な設備・機器等の導入、③中継共同物流拠点の整備の支援等を行うことにより、遠隔産地の負担軽減を進めるとともに、若手や女性トラックドライ
バーも継続的に従事可能な農林水産品・食品の流通網を構築し、将来にわたって持続可能な食品流通を実現します。

＜事業目標＞
物流の効率化に取り組む地域を拡大 等

＜事業イ メージ＞＜事業の内容＞

１．持続可能な食品等流通対策事業 120（150）百万円
物流の標準化（標準仕様のパレット導入等）、デジタル化・データ連携（伝票の
電子化、トラック予約システム等）、モーダルシフト等の取組や物流の効率化等
に必要な設備・機器等の導入を支援します。

２．持続可能な食品等流通緊急対策事業【令和６年度補正予算額】2,973百万円
① 物流生産性向上推進事業 973 百万円
物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配
送等の取組や、物流の効率化、デジタル化・データ連携等に必要な設備・機器
等の導入を支援します。また、関係事業者に対する指導・助言や優良事例の
発信、産地や業界等の課題に応じて物流の専門家等を派遣する伴走支援等を
行います。

② 中継共同物流拠点施設緊急整備事業 2,000百万円
中継輸送、共同輸配送、モーダルシフト等に必要となる中継共同物流拠点の
整備を支援します。

パレタイザー

＜実装支援＞

産地 物流事業者卸売業者 ITベンダー 等流通関係者による協議会 小売業者

補助事業を活用した実装、設備・機器等導入、施設整備

＜設備・機器等の導入支援＞ ＜中継共同物流拠点の整備＞

標準仕様パレットでの輸送
大型車に対応したトラックバース

コールドチェーン確保のための冷蔵設備クランプフォークリフト

卸売市場

中継共同
物流拠点

消費地での
効率的な
配送

中継共同
物流拠点

産地での
効率的な
集出荷

中継輸送

中継共同
物流拠点

モーダルシフト

新たな食品流通網の構築

【令和７年度予算概算決定額 120（150）百万円】
（令和６年度補正予算額 2,973百万円）

＜事業の流れ＞

国
食品流通業者等で
構成される協議会等

定額、1/2
民間団体等

定額
（２①の事業）

協議会を構成する流通業者、
物流業者、卸売市場開設者 等 （２②の事業）

4/10、1/３

食品流通業者等で構成される協議会 （１の事業）
定額、1/2

モーダルシフト

デジタル化

データ連携

［お問い合わせ先］（１、２の①事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室（03-6744-2389）
(２の②事業） 食品流通課卸売市場室 （03-6744-2059）162



中小企業等のみなさまの売上拡大や生産性向上を後押しす
るため、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製
品の導入を支援いたします。

中小企業省力化投資補助金

自動倉庫 検品・仕分システム 無人搬送車（AGV・AMR）
【倉庫業に関する活用イメージ、製品イメージ】

https://shoryokuka.smrj.go.jp/

※賃上げ要件を達成した場合、補助上限額を（ ）内の額に引き上げ

公募受付期間 令和８年９月末頃までの間に複数回の公募を行い、補助事業の申請を受け付けます。

活用イメージ 製品イメージ 活用イメージ 製品イメージ 活用イメージ 製品イメージ
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